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上場株式等に係る配当所得等に関する特別区民税・都民税の 

税額算定誤りについて 

と き 平成 30 年 11 月 27 日（火）発表 

と こ ろ 練馬区役所（練馬区豊玉北 6－12－1） 

練馬区において、特定配当等に係る所得および特定株式等譲渡所得（以下「上場株式等

に係る配当所得等」）に関する特別区民税・都民税の税額算定方法の一部に誤りがあった

ことが判明しました。 

対象の方にはお詫びの文書とともに、税額が変更となる場合には、増額分の納付または

減額分の還付に関する通知をお送りします。 

 

【原因および経過】 

平成15年の地方税法の改正ならびに関係規定の創設により、特別区民税・都民税の納税通知書送達

後は、上場株式等に係る配当所得等に関する確定申告書が提出された場合、上場株式等に係る配当所

得等は特別区民税・都民税の税額算定に算入できないこととされました。 

しかしながら、特別区民税・都民税の税額は、原則として確定申告書に記載された内容を基に算定

することから、送達後の上場株式等に係る配当所得等についても、確定申告書の内容どおりに処理す

るものと誤って解釈し、税額算定に算入したため今回の事態が発生しました。 

 

【対象】 

平成17年度から平成30年度までの間に、「特別区民税・都民税の納税通知書の送達後、上場株式等

に係る配当所得等に関する確定申告書が提出されたもの」のうち、地方税法第17条の５の規定により、

「税額の増額」は３年分（平成28年度から平成30年度まで）、「税額の減額」は５年分（平成26年度

から平成30年度まで）が対象となります。 

 

【件数および金額】 

  186件 （内訳） ・税額が増額（追徴）    57件 （総額 1,360,841円） 

           ・税額が減額（還付）   105件 （総額  728,153円） 

           ・内容修正（税額変更なし） 24件 

 

【再発防止策】 

  関係法令等の確認および職員への周知を徹底し、法令に基づく適切な事務処理に努めてまいります。 

 

【問い合わせ】 

  練馬区 税務課 管理係  電話 03-5984-4532  


